
　

今
年
の
1
月
1
日
現
在
市
内
に
住
ん

で
い
た
人
で
、
平
成
19
年
中
に
次
に
該

当
す
る
人
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
19
年
分
の
所
得
税
の

確
定
申
告
を
し
た
人
や
、
勤
務
先
か
ら

給
与
支
払
報
告
書（
年
末
調
整
済
み
）が

提
出
さ
れ
る
人
は
、
市
・
県
民
税
の
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

事
業
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
人

　

営
業
・
農
業（
収
支
内
訳
書
を
必
ず

作
成
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）・
そ
の
ほ

か
の
事
業
で
の
所
得
や
不
動
産
・
配
当

な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人（
所
得
が
少
な

い
場
合
や
赤
字
の
場
合
で
も
申
告
を
）

給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

·
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

·
給
与
所
得
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た
人

·
平
成
19
年
中
に
退
職
し
、
今
年
の
1

月
1
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
人

公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

·
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
以
外
に
所
得

が
あ
っ
た
人

·
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
な
ど

所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

前
年
中
に
所
得
が
無
か
っ
た
人

　

平
成
19
年
中
に
所
得
が
無
か
っ
た
人

も
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
資
料
や

非
課
税
証
明
書
交
付
の
資
料
に
な
り
ま

す
の
で
、
市
・
県
民
税
の
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
扶
養
親

族
に
な
っ
て
い
る
配
偶
者
や
子
は
申
告

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
の
ほ
か

　

市
内
に
住
ん
で
い
な
い
が
、
今
年
の

1
月
1
日
現
在
に
事
務
所
・
事
業
所
・

家
屋
敷
が
市
内
に
あ
る
人 

申
告
は
最
寄
り
の
会
場
で

　

申
告
は
左
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
各
会
場

で
受
け
付
け
し
ま
す
。
早
め
に
準
備
を

し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

2
月
1
日（
金
）〜
15
日（
金
）は
、

市
・
県
民
税
申
告（
農
業
所
得
を
除
く
）

の
み
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
を
忘
れ
る
と

　

今
回
の
申
告
は
、
平
成
20
年
度
分
の

市
・
県
民
税
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
り

ま
す
。
申
告
を
し
な
い
と
、
児
童
手
当

な
ど
を
受
け
る
と
き
や
保
育
園
に
入
園

す
る
と
き
、
融
資
を
受
け
る
と
き
、
公

営
住
宅
に
入
居
す
る
と
き
な
ど
に
必
要

な
証
明
書
類
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
。

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
11
年
〜
18
年
ま
で
に
入
居
し
た

人
で
、
所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
引
き
切
れ
な
い
人
は
、
申
告
す
る
こ

と
で
住
民
税
か
ら
の
控
除
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す（
6
ペ
ー
ジ
）。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
☎
20
‐
1 

5 

1 

3
）へ
。

今年も市役所と各地区の会場では、市・県民税の申告と所得税の確定申告、

成田税務署特設会場では所得税の確定申告の受け付けを行います。それぞ

れの申告受付期間を確認の上、最寄りの申告会場へお越しください。

早
め
の
準
備
で
正
し
い
申
告
を

市
・
県
民
税
と
所
得
税

市
・
県
民
税
の
申
告

受
け
付
け
は
3
月
17
日（
月
）ま
で
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市・県民税と所得税
早めの準備で正しい申告を

会場 受付日

市・県民税（農業所得を除く）の申告

市役所2階税務課
2月1日（金）～15日（金）
（土・日曜日、祝日を除く）

下総支所1階税務課

大栄支所1階税務課

市・県民税の申告と所得税の確定申告

市役所6階中会議室 2月18日（月）～3月17日（月）
（土・日曜日を除く。ただし、
2月24日（日）と3月2日（日）
は受け付けします）

下総支所2階会議室

大栄支所2階会議室

保健福祉館 2月26日（火）

八生公民館 2月27日（水）

豊住公民館 2月28日（木）

久住公民館 2月29日（金）

中郷公民館 3月5日（水）

三里塚コミュニティセンター 3月6日（木）

公津公民館 3月7日（金）

・ 受付時間は午前9時～正午と午後1時～5時です（保健福祉
館・各公民館・三里塚コミュニティセンターは午後3時まで）
・ 各会場の受付で番号札をお渡ししますので、順番が来るま
でお待ちください。申告書にはあらかじめ住所・氏名の記
入、押印をお願いします。
・ 下総支所と大栄支所は、なるべく地区ごとに指定された日
にお越しください。

申告会場と受付日時

期日 下総支所 大栄支所

2月18日（月）高岡 伊能1区・2区・3区

2月19日（火）大和田 伊能4区、奈土5区・6区、柴田

2月20日（水）高、つつじヶ丘 堀籠、村田、所

2月21日（木）小浮、野馬込 桜田

2月22日（金）猿山 南敷、馬乗里

2月24日（日）全地区 全地区

2月25日（月）西大須賀 横山、東ノ台

2月26日（火）大菅、ビバランド、鎌部 大沼、久井崎、稲荷山、中野

2月27日（水）滑川 津富浦第1・第2

2月28日（木）芙蓉邸、三ツ矢、グリーンタウン 松子、臼作

2月29日（金）新川、四谷 吉岡第1・第2

3月 2日（日）全地区 全地区

3月 3日（月）芦ケ場、日豊、外記林 新田

3月 4日（火）成井、地蔵原新田 川上

3月 5日（水）名木 前林第1・第2

3月 6日（木）御林、中里、冬父 水の上

3月 7日（金）小帝、新宿、須賀町、横峰 一坪田

3月10日（月）中宿、抱松、内宿、下門前官林

3月11日（火）青山新田、倉水、高倉 多良貝、大栄十余三

3月12日（水）七沢、青山、小野 吉岡第3、リバティヒル、にっぽり団地

3月13日（木）

全地区（未申告者）3月14日（金）

3月17日（月）

下総・大栄支所申告受付地区割

○すべての人…印鑑（ゴム製のものを除く）
○給与所得者と年金所得者…源泉徴収票の原本（コピーは不可）
○事業をしている人…収入や支出が分かるもの
○医療費控除を受ける人…源泉徴収票の原本、医療費の領収書、
保険金などで補てんされる金額の分かるもの

○社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金
控除を受ける人…支払金額の確認できるもの、または証明書

○障害者控除を受ける人…障害者手帳など
○住宅借入金等特別控除を受ける人…平成19年分源泉徴収票の
原本（コピーは不可）、住民票（本人のもの）、金融機関の残高
証明書、登記事項証明書、売買契約書または請負契約書の写
し（土地などの取得がある場合には、土地の登記事項証明書と
売買契約書の写しも必要）など

○所得税の還付を受ける人…申告者本人の預貯金口座への振り
込みとなるので、それらの種類や口座番号が分かるもの

　郵送で申告書を提出する場合は、次の住所へ送付してください。
○市・県民税申告…〒286-8585　花崎町760　成田市役所税
務課

○確定申告…〒286-8501　加良部1‐15　成田税務署

申告のときに必要なもの

郵送でも提出できます

ホームページ上で作成
　　国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」を利用すると、簡単に申告書の
作成ができます。申告書は印刷し、そのま
ま税務署に提出することができます。

※くわしくは国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）へ。

タッチパネルで作成
　　税務署の申告書作成会場には、確定申告
書の作成が簡単にできるタッチパネル（申
告書作成支援システム）を設置しています。

※くわしくは成田税務署（☎28-5151）へ。
電子申告・納税
　　国税電子申告・納税システム（e-Tax）を
利用すると、国税に関する申告や納税など
がインターネットでできます。利用には、
事前に電子証明書の取得が必要になりま
す。

※くわしくはe-Taxホームページ（http://www.
　e-tax.nta.go.jp）またはヘルプデスク（☎
0570-015901）へ。

便利な確定申告書の作成方法

5 広報なりた2008.2.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



所
得
税
の
確
定
申
告

受
け
付
け
は
特
設
会
場
と
市
役
所
で

2
月
18
日（
月
）か
ら

3
月
17
日（
月
）ま
で

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を 

受
け
て
い
る
人

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）を
受
け
て

い
る
人
は
、
税
源
移
譲
に
よ
り
所
得
税

が
減
額
と
な
り
、控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
減
少
分
に
つ
い
て「
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
20
年
度
以
降

の
市
・
県
民
税
の
課
税
額（
所
得
割
）か

ら
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

は
、「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
」と「
税

源
移
譲
前
の
税
率
を
用
い
て
算
出
し
た

所
得
税
額
」の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

か
ら「
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
と
は
異
な

り
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は「
還

付
」で
は
な
く「
控
除
」で
す
。
今
年
申
告

し
た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
、
平
成
20
年
度

の
住
民
税
か
ら
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
間
違

え
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

税
源
移
譲
に
伴
う
措
置

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
人

平
成
19
年
の
所
得
が
大
幅
に
減
っ
た
人

申
告
が
必
要
に
な
る
場
合
は
忘
れ
ず
に

　

平
成
20
年
以
降
、
住
民
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
毎
年
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
る
人

　

確
定
申
告
期
間
内
に
、
申
告
書
を
確

定
申
告
書
と
と
も
に
税
務
署
へ
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

用
紙
は
成
田
税
務
署
特
設
会
場
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
記
載
要
領
に

従
い
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

給
与
所
得
で
年
末
調
整
を
し
て
い
る
人

　

給
与
所
得
者
の
人
は
、
平
成
19
年
分

の
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
摘
要
欄

住宅借入金等特別
控除の額（所得税の
住宅ローン控除額）

源泉徴収票

（摘要）住宅借入金等特別控除可
能額（住宅ローン控除可能額）

Ⓐ
Ⓑ

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
2
月
18
日

（
月
）〜
3
月
17
日（
月
）に
成
田
税
務
署

特
設
会
場（
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
2
階

イ
オ
ン
ホ
ー
ル
）と
市
役
所
・
下
総
支

所
・
大
栄
支
所
で
受
け
付
け
ま
す
。
た

だ
し
次
に
該
当
す
る
人
は
、
成
田
税
務

署
特
設
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
の
あ

る
人

事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
が
5
0
0

万
円
以
上
と
な
る
人

青
色
申
告
を
す
る
人

　

還
付
申
告
は
、
2
月
18
日
以
前
で
も

成
田
税
務
署
特
設
会
場
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
2
月
中
に
申

告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
申
告
指
導
相
談
会

　
「
申
告
指
導
相
談
会
」を
左
記
の
日
程

で
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
税
理
士
を
指

導
員
と
し
て
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
う
説
明
会
で
、
当
日
会
場
で
提

出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）

成田税務署では、イオンモール成田2階イオ
ンホールに特設会場を設け、確定申告などの
作成相談を行います。
期間＝1月30日（水）～3月17日（月）（土・日
曜日、祝日は除く。ただし2月24日（日）と
3月2日（日）は受け付けを行います）

時間＝午前9時～午後5時
確定申告書の提出・納期限
○所得税・贈与税…3月17日（月）
○個人消費税…3月31日（月）

日時＝2月8日（金） 午前9時30分～正午、午
後1時～4時30分

会場＝市役所6階大会議室
対象＝年金のみ、給与所得のみ、または給与
と年金の両方があり、住宅借入金等特別控
除以外の理由で確定申告をする人

成田税務署特設会場

申告指導相談会
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市・県民税と所得税
早めの準備で正しい申告を

住民税の住宅ローン控除計算方法
（1） 住宅ローン控除可能額
（2）  平成19年分の所得を税源移譲前の税率で計算し

た所得税額
（3） （1）と（2）のいずれか低い金額
（4）  （3）－平成19年分の所得税の住宅ローン控除額

＝住民税からの控除額

平
成
19
年
の
所
得
が
大
幅
に

減
額
と
な
っ
た
人

　

税
源
移
譲
に
伴
う
税
制
改
正
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
人
は
所
得
税
が
減
り
、
そ

の
分
住
民
税
が
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
退
職
な
ど
の
特
別

な
理
由
に
よ
り
、
平
成
19
年
中
の
所
得

が
大
き
く
下
が
り
、
所
得
税
が
掛
か
ら

な
く
な
っ
た
場
合
は
、
税
源
移
譲
に
よ

る
負
担
減
の
影
響
は
受
け
ら
れ
な
い
一

方
、
平
成
19
年
度
分
の
住
民
税
は
税
源

移
譲
に
よ
る
負
担
増
の
影
響
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
状
況
を
解
消

す
る
た
め
、
す
で
に
納
付
済
み
の
住
民

税
額（
平
成
19
年
度
分
）か
ら
、
税
源
移

譲
に
よ
り
増
額
と
な
っ
た
住
民
税
相
当

額
を
還
付
し
ま
す
。

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

·
平
成
19
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得
金

額（
分
離
課
税
分
を
除
く
）が
、
所
得

税
と
の
人
的
控
除
の
差
の
合
計
額
よ

り
多
い
人

·
平
成
20
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得
金

額（
分
離
課
税
分
を
含
む
）が
所
得
税

と
の
人
的
控
除
の
差
の
合
計
額
以
下

の
人

申
請
方
法
＝
住
所
地（
平
成
19
年
1
月

1
日
現
在
）の
市
区
町
村
に
減
額
申

告
書
を
提
出

申
請
期
間
＝
7
月
1
日（
火
）〜
31
日

（
木
）

こ
の
制
度
は
平
成
19
年
度
分
住
民

税
に
の
み
適
用
さ
れ
ま
す

平
成
19
年
中
に
亡
く
な
っ
た
人
や
海

外
へ
転
出
し
て
い
て
平
成
20
年
1
月

1
日
現
在
国
内
に
居
住
し
て
い
な
い
人

に
は
、
こ
の
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん

寄
付
金
控
除
額
な
ど
の
人
的
控
除

以
外
の
控
除
額
が
増
加
し
た
り
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
な
ど
に
よ
っ
て
所
得
税

が
課
税
さ
れ
な
く
な
っ
た
人
に
は
、

こ
の
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
☎
20
‐
1 

5 

1 

3
）へ
。

所得変動のモデルケース
＜夫婦＋子ども2人／給与収入で700万円＞

給与収入700万円の場合

18年度 19年度

所得税 263,000 165,500

住民税 196,000 293,500

合　計 459,000 459,000

19年度

移譲前税率 移譲後税率

所得税 0 0

住民税 196,000 293,500

合　計 196,000 293,500

19年の収入が300万円に減少した場合

扶養や社会保険料控除など一定の条件で試算しています。

差　額

0

97,500

97,500

還付に
なります

※申告することで、住民税から80,000円が控除される。

住宅ローン控除可能額200,000円の場合

所得税160,000円だとすると

所得税から80,000円 住民税から80,000円 対象外

＜税源移譲前で計算したもの＞

＜税源移譲後＞ 減少

① 住宅ローン控除可能額が、税源移譲前の所得税よ
りも大きい場合

② 税源移譲前の所得税額が住宅ローン控除可能額よ
りも大きい場合

住宅ローン控除可能額120,000円の場合

所得税額160,000円だとすると

＜税源移譲前で計算したもの＞

所得税から80,000円

＜税源移譲後＞

住民税から40,000円

減少

※申告することで、住民税から40,000円が控除される。

に「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能
額
」

Ⓐ
が
記
載
さ
れ
、
こ
の
金
額
が
源
泉
徴

収
票
の「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の

額
」Ⓑ
よ
り
大
き
い
場
合
に
、
住
民
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

用
紙
は
市
税
務
課
に
あ
り
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
源
泉
徴
収

票
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
の
際
は
年
末
の
住
宅
借
入

金
な
ど
の
残
高
が
分
か
る
よ
う
に
し
て

き
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限

　

申
告
期
限
は
、
3
月
17
日（
月
）ま
で

で
す
。
転
居
し
た
人
は
平
成
20
年
1
月

1
日
現
在
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp/sosiki/

zeim
u/chouseisochi.htm

l

）に
は
、

控
除
額
が
簡
単
に
計
算
で
き
る
ペ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

入
力
後
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
れ
ば

そ
の
ま
ま
提
出
で
き
ま
す
。

平
成
19
年
以
降
に
入
居
し
た
人

　

平
成
19
年
以
降
に
入
居
し
た
人
に

は
、
別
途
、
所
得
税
に
お
い
て
新
た
な

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
特
例（「
従
来

方
式
」と「
控
除
率
を
引
き
下
げ
て
控
除

期
間
を
延
長
す
る
方
式
」か
ら
選
択
）が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
く
わ
し
く
は
税
務

署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③対象にならない場合

※ この場合は、所得税からの控除のみで住民税からの控除は受けられない。

所得税額160,000円だとすると

＜税源移譲前で計算したもの＞

所得税から60,000円

＜税源移譲後＞

所得税20,000円を納付

住宅ローン控除可能額60,000円の場合

減少

7 広報なりた2008.2.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


